
障害者が

働きやすい

職場づくりを

サポートします
障害者が貴社で活躍できるよう、

「有資格者の配置」

「ノウハウや事例紹介」

「財政面」

をサポートします。

事業主の皆様へ

５人以上の障害者を雇用する

事業所で選任義務のある

障害者職業生活相談員

の資格を認定する講習を

実施しています

障害者の雇入れの工夫・改善、

障害者が職場で活躍するため

に役立つマニュアルや事例

を紹介します

ノウハウの提供 助成金の受付

地域障害者職業センターの

障害者職業カウンセラー

が雇い入れから定着、職場復

帰をサポートします

※JEEDは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の略称です

障害者を雇用するために、

施設や設備を整備する場合

障害者が通勤しやすい

対策を講じる場合

障害者の雇用をサポートする

ための介助者を配置または

委嘱する場合

（令和８年４月）

ジョブコーチによる

支援を実施する場合

https://www.jeed.go.jp/disability/employer/employer04.html
https://www.jeed.go.jp/disability/data/index.html
https://www.jeed.go.jp/disability/employer/index.html
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
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